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株式会社ニシレンの事業の一部譲受けに関するお知らせ 

 当社は、平成２１年１０月２６日開催の取締役会に ２１年１２月１日をもって株式会社ニ

記 

１．事業譲受けの理由 

ハウス事業の九州地区での展開を加速するため、株式会社ニシレンのハウス事業
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おいて、平成

シレンの事業の一部を譲り受けることを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

  今般、当社ユニット

の譲受けを決定いたしました。株式会社ニシレンは佐賀、長崎両県においてユニットハウス、備品のレン

タル等を行っており、事業の譲受けにより、両県におけるレンタルシェアの拡大と同事業の効率化を図る

ことができると判断しております。 

 

２

（1）譲受け事業の内容 

 ユニットハウス及び備品

（2）譲受け事業の経営成績 

 

売上高 円 円 309 百万 293 百万

（3）譲受け資産・負債の項目および金額 

権であり、株式会社ニシレンがレンタル資産のリース会社と

の

 

.株式会社ニシレンの概要 

陰平町 2272 番地 3 

月 

.日程 

締結日：平成 21 年 10 月 26 日 

.業績への影響 

る当社連結および単独業績に与える影響は軽微なため業績予想に変更はございません。 

以  上 

譲受け資産はレンタル資産の全てと営業

ファイナンス・リース契約を解除し、買い戻すことを条件に譲受けする予定です。金額については、

譲受け日現在のレンタル資産の残高が確定した時点で決定する予定です。 

３

（1） 所在地：長崎県大村市

（2） 代表者：下川 和也 

（3） 資本金：2,000 万円 

（4） 設 立：平成 2年 11

 

４

譲渡契約書

譲    渡   日：平成 21 年 12 月 1 日 

 

５

 今回の譲受けによ

 


